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申
告
書
は
自
分
で
書
い

申
告
書
は
自
分
で
書
い
てて

早
め
に
ご
提
出

早
め
に
ご
提
出
をを

　

所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
２
月

　

日
（
木
）
〜
３
月　

日
（
木
）

１６

１５

で
す
。

　

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
お

休
み
で
す
。
た
だ
し
、
２
月　

日
１９

（
日
）
と
２
月　

日
（
日
）
に
限

２６

り
、
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
に
東

村
山
税
務
署
で
確
定
申
告
書
作
成

の
ア
ド
バ
イ
ス
、
申
告
用
紙
の
配

布
、
申
告
書
の
受
け
付
け
を
行
い

ま
す
。
な
お
、
こ
の
２
日
間
は
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】
２
月　

日
・　

日
は

１９

２６

電
話
で
の
相
談
お
よ
び
国
税
の
領

収
、
納
税
証
明
書
の
発
行
を
し
て

い
ま
せ
ん

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジジ

で
確
定
申
告
書
な
ど

で
確
定
申
告
書
な
ど
のの

作
成
が
で
き
ま

作
成
が
で
き
ま
すす

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
申
告
書
を
作
成
し
、
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
そ
の
ま
ま
税
務

署
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
作
成
し
た
申
告
書
は
、

ｅ
倆
Ｔ
ａ
ｘ
（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
＝

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）

を
利
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ｅ
倆
Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用

い
た
だ
く
た
め
に
は
電
子
証
明
書

の
取
得
な
ど
、
各
種
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。
詳
細
は
同
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.nta.go.

        
 
 
         

jp   /  
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告

所
得
税
の
確
定
申
告 

が

必

要

な

が

必

要

な

方方

　
（
１
）
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
、

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
方
、
土

地
・
建
物
な
ど
や
ゴ
ル
フ
会
員
権
、

株
式
な
ど
を
譲
渡
し
た
方
な
ど
で
、

　

年
中
の
各
種
所
得
の
合
計
額
か

２３ら
所
得
控
除
額
を
差
し
引
い
た
金

額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
税
額

が
、
配
当
控
除
額
、
年
末
調
整
に

か
か
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

額
の
合
計
額
よ
り
多
い
方

　
（
２
）
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　

①
給
与
の
収
入
金
額
が
２
０
０

０
万
円
を
超
え
る
方

　

②
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て

い
て
、
各
種
の
所
得
金
額
（
給
与

所
得
、
退
職
所
得
を
除
く
）
の
合

計
額
が　

万
円
を
超
え
る
方

２０

　

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
て
、
年
末
調
整
さ
れ
な
か

っ
た
給
与
の
収
入
金
額
と
、
各
種

の
所
得
金
額
（
給
与
所
得
、
退
職

所
得
を
除
く
）
と
の
合
計
額
が　
２０

万
円
を
超
え
る
方

　

④
同
族
会
社
の
役
員
や
そ
の
親

族
の
方
な
ど
で
、
そ
の
同
族
会
社

か
ら
の
給
与
の
ほ
か
に
、
貸
付
金

の
利
子
、
店
舗
・
工
場
な
ど
の
賃

貸
料
、
機
械
・
器
具
の
使
用
料
な

ど
の
支
払
い
を
受
け
た
方

　

⑤
給
与
に
つ
い
て
、
災
害
減
免

法
に
よ
り
源
泉
徴
収
税
額
の
徴
収

猶
予
や
還
付
を
受
け
た
方

　

⑥
在
日
の
外
国
公
館
に
勤
務
す

る
方
や
家
事
使
用
人
の
方
な
ど
で
、 　

市
役
所
に
お
け
る
申
告
の
受
け

付
け
は
、
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

は
お
休
み
で
す
。
た
だ
し
、
２
月

　

日
（
金
）
と　

日
（
金
）
の
午

１７

２４

後
５
時　

分
〜
８
時
に
「
夜
間
申

１５

告
相
談
窓
口
」を
行
い
ま
す
。な
お
、

午
後
５
時　

分
以
降
は
電
話
相
談

１５

お
よ
び
証
明
書
な
ど
の
発
行
は
行

い
ま
せ
ん
。

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２４

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

　
（
２
）
給
与
所
得
者
で
も
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　

①
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

　

②
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
る
方

　

③　

年
中
に
退
職
し
、　

年
１

２３

２４

月
１
日
現
在
就
職
し
て
い
な
い
方

　

④
給
与
の
ほ
か
に
地
代
、
家
賃
、

原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
方
（
所
得
税
で
は
、

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

が　

万
円
以
下
の
方
に
つ
い
て
は

２０
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
市
民
税
・
都
民
税
で
は

申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

　
（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２４

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
や
家
屋
敷
を
有
す
る
方

申
告
の
必
要
が
な
い
方

　
（
１
）前
記「
申
告
が
必
要
な
方
」

の（
１
）〜（
３
）に
該
当
し
、
所
得

税
の
確
定
申
告
書
を
税
務
署
に
提

出
し
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

　
（
３
）給
与
所
得
者
の
妻
な
ど
で
、

同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

方
　
（
４
）　

年
中
か
ら
継
続
し
て
、

２３

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
書
▼
源
泉
徴
収
票
・
収
入

証
明
書
な
ど
前
年
中
の
収
入
金
額

の
分
か
る
書
類
▼
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
医

療
費
・
寄
附
金
な
ど
の
各
控
除
を

受
け
る
場
合
は
、
前
年
中
に
支
払

っ
た
証
明
書
ま
た
は
領
収
書
▼
国

民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、

国
民
年
金
で
前
年
中
に
支
払
っ
た

領
収
書
な
ど
▼
認
め
印

お

願

い

　

市
役
所
で
お
受
け
で
き
る
確
定

申
告
書
は
、
次
の
も
の
に
限
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
（
１
）提
出
の
み
の
方
＝
内
容
が

記
入
さ
れ
て
い
て
、
お
預
か
り
す

る
だ
け
の
も
の

　
（
２
）簡
易
な
申
告
の
方
＝
①
給

与
や
公
的
年
金
の
み
の
収
入
の
方

②
前
記
①
に
該
当
し
、
医
療
費
控

除
や
寄
附
金
控
除
の
あ
る
方

　

※
簡
易
な
申
告
の
方
で
、
市
役

所
に
来
庁
い
た
だ
く
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
確
定
申
告
書
の
住
所
、

氏
名
、
扶
養
控
除
、
所
得
金
額
欄

な
ど
、
分
か
る
所
は
記
載
し
、
筆

記
用
具
・
計
算
機
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。
市
役
所
で
は
、
確
定
申

告
書
（
簡
易
な
も
の
）
の
記
載
方

法
に
疑
問
が
あ
る
方
に
対
し
て
書

き
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す

が
、
確
定
申
告
書
は
ご
自
分
で
作

成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

市
役
所
で
受
け
付
け
る
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
で
は
、
所
得

税
の
還
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

還
付
の
申
告
を
す
る
方
は
東
村
山

税
務
署
へ
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
際
に
所

得
税
を
源
泉
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
っ
て
い
る
方

納
税
に
は
便
利
な

納
税
に
は
便
利
な 

口

座

振

替

口

座

振

替

でで

　

所
得
税
や
個
人
事
業
者
の
消
費

税
の
納
税
に
は
口
座
振
替
が
便
利

で
す
。
こ
の
制
度
を
利
用
し
た
場

合
、
金
融
機
関
の
預
貯
金
口
座
か

ら
振
替
で
納
税
す
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
納
期
限
を
忘
れ
る
こ
と

も
な
く
大
変
便
利
で
す
。

　
　

年
確
定
申
告
分
の
振
替
納
付

２３
日
は
次
の
通
り
で
す
。

　

▼
所
得
税
＝
４
月　

日
（
金
）

２０

　

▼
個
人
事
業
者
の
消
費
税
と
地

方
消
費
税
＝
４
月　

日
（
水
）

２５

　

個
人
の
方
が
、
日
本
赤
十
字
社

や
中
央
共
同
募
金
会
な
ど
を
通
じ

て
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
義
援

金
を
支
払
っ
た
場
合
、
個
人
住
民

税
の
税
額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

個
人
住
民
税
の
税
額
控
除
を
受

け
る
に
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告

が
必
要
で
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http:

      

//w
w
w
.nta.go.jp

   
 
 
          /  
）
に
掲
載
さ

れ
て
い
る「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
す
れ
ば
、税
務

署
に
出
向
く
こ
と
な
く
確
定
申
告

書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
確
定
申
告
や
所
得
税
の

寄
附
金
控
除
な
ど
に
関
す
る
情
報

は
、
同
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
個
人
都
民
税
の
税
額
控

除
に
関
す
る
情
報
は
、
都
主
税
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

        
 
 

.  

tax.m
etro.tokyo.jp

     
             /  
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

休
日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
２
月　

日
（
土
）・　

２５

２６

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

〜
午
後
４
時

　
【
会
場
】
納
税
課

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７

７
３
０
へ
。

市
立
保
育
園
の
パ
ー
ト
・

臨
時
保
育
士
の
募
集

　

市
立
保
育
園
で
は
、
朝
夕
の
パ

ー
ト
保
育
士
と
、
産
休
・
育
休
・

病
休
な
ど
の
代
替
と
し
て
の
臨
時

保
育
士
の
登
録
を
随
時
募
集
し
て

い
ま
す
。

　

①
パ
ー
ト
保
育
士
＝
勤
務
時
間

は
午
前
７
時
〜
８
時
半
と
午
後
５

時
〜
６
時
半
（
し
ん
か
わ
保
育
園
、

ち
ゅ
う
お
う
保
育
園
、
は
く
さ
ん

保
育
園
は
午
後
７
時
ま
で
）。賃
金

は
１
時
間
当
た
り
１
０
１
０
円

（
４
月
か
ら
は
１
０
３
０
円
）

　

②
臨
時
保
育
士
＝
勤
務
時
間
は

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
。
賃
金

は
１
時
間
当
た
り
９
３
０
円
（
４

月
か
ら
は
９
５
０
円
）

　

※
①
②
と
も
、
有
資
格
の
方
。

　

希
望
す
る
方
は
、
履
歴
書
（
写

真
添
付
）
を
、
保
育
課
（
市
役
所

２
階
）
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
登
録
制
の
た
め
、
履
歴
書
は

返
却
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係
緯
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

　

窓
口
で
の
受
け
付
け
期
間
は
２
月　

日（
木
）〜
３
月　

日（
木
）

１６

１５

で
す
。
市
役
所
お
よ
び
税
務
署
へ
、
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。
な
お
、
税
務
署
で
は
確
定
申
告
書
を
郵
送
で
も
お
受
け
し

ま
す
。
申
告
書
を
郵
送
す
る
方
で
「
控
え
」
が
必
要
な
方
は
、
控

え
に
住
所
、
氏
名
な
ど
を
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
載
の
上
、
切
手
を

貼
っ
た
返
信
用
の
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘
れれれれれれれれれれ
ずずずずずずずずずず
にににににににににに
提提提提提提提提提提
出出出出出出出出出出
しししししししししし
まままままままままま
しししししししししし
ょょょょょょょょょょ

忘
れ
ず
に
提
出
し
ま
し
ょ
ううううううううううう

所
得
税
の
確
定
申
告

申
告
と
相
談
は
、
市
役
所
課
税
課
市
民
税
係
へ

（
市
役
所
２
階
・
内
線
２
３
３
３
～
２
３
３
７
）

　

平
成　

年
分
の
確
定
申
告
か

２３

ら
、
そ
の
年
分
の
公
的
年
金
な

ど
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円

以
下
で
、
か
つ
公
的
年
金
な
ど

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金

額
が　

万
円
以
下
で
あ
る
場
合

２０

に
は
、
確
定
申
告
の
必
要
が
な

く
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の

場
合
で
も
、
医
療
費
控
除
の
申

告
な
ど
、
還
付
を
受
け
る
た
め

の
確
定
申
告
が
可
能
で
す
。

　

※
前
記
に
該
当
し
、
確
定
申

告
の
必
要
が
な
い
方
で
あ
っ
て

も
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

は
必
要
で
す
。

◎
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口
を

開
設
し
ま
す

東日本大震災に係る

市税などの納付にご協力ください

義援金を
支払った方へ

平
日
の
日
中
、
お
忙
し
い
方
へ

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

申
告
と
相
談
は
、
東
村
山
税
務
署
へ

〒
１
８
９
倆
８
５
５
５
、
東
村
山
市
本
町
１
ノ　

ノ　

、

２０

２２

緯
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
（
自
動
音
声
案
内
に

沿
っ
て
「
０
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）

所所所所所所所所所所所所所所
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都都都都都都都都都都都都都都
民民民民民民民民民民民民民民
税税税税税税税税税税税税税税
のののののののののののののの
申申申申申申申申申申申申申申

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告告告告告告告告告告告告告告告
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月月月月月月月月月月月月月月月　
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木木木木木木木木木木木木木木
））））））））））））））
かかかかかかかかかかかかかか
らららららららららららららら
受受受受受受受受受受受受受受
けけけけけけけけけけけけけけ
付付付付付付付付付付付付付付
けけけけけけけけけけけけけけ
がががががががががががががが
始始始始始始始始始始始始始始
りりりりりりりりりりりりりり
まままままままままままままま

日
（
木
）
か
ら
受
け
付
け
が
始
り
ま
すすすすすすすすすすすすすすす

１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６１６

び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告

　

消
費
税
の
課
税
事
業
者
に
該

当
す
る
個
人
事
業
者
の
消
費
税

と
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
と

納
税
は
、
４
月
２
日
（
月
）
ま

で
で
す
。
平
成　

年
分
に
お
い

２３

て
課
税
事
業
者
と
な
る
の
は
、

次
の
方
で
す
。

　

①
平
成　

年
分
の
課
税
売
上

２１

高
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る

事
業
者
②
平
成　

年
分
の
課
税

２１

売
上
高
が
１
０
０
０
万
円
以
下

の
事
業
者
で
、　

年　

月
末
ま

２２

１２

で
に
「
消
費
税
課
税
事
業
者
選

択
届
出
書
」
を
提
出
し
て
い
る

事
業
者

確定申告の無料相談会（税理士会）
◎年金受給者、給与所得者、小規模納税者の方

時間日程会場
午前９時半～１１時半、
午後１時半～３時半　

２月１３日（月）・
１４日（火）・１７日（金）

市役所７階
７０１・７０３会議室

※受付時間は混雑の状況により、早く締め切る場合があります。
※所得金額が高額な方や相談内容が複雑な方、譲渡・相続・贈与の申告
の方は、税務署または有料で税理士にご相談ください。

確定申告相談と市民税・都民税の申告会場
受付時間日程会場

午前８時半～１１時、
午後１時～５時

２月１６日（木）　
～３月１５日（木）

市役所２階
２０４・２０５会議室

※２月１７日（金）・２４日（金）の午後５時１５分～８時、市役所２階を会場
に「夜間申告相談窓口」を設置します。なお、午後５時１５分以降は、
電話相談と証明書などの発行はできません。
※市役所でお受けできる確定申告書は、「提出のみの方および簡易な申告
の方」に限らせていただきます。

所所所所所所所所所所所所所所
得得得得得得得得得得得得得得
税税税税税税税税税税税税税税
のののののののののののののの
確確確確確確確確確確確確確確
定定定定定定定定定定定定定定
申申申申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告告告告
にににににににににににににに
おおおおおおおおおおおおおお
けけけけけけけけけけけけけけ
るるるるるるるるるるるるるる
ごごごごごごごごごごごごごご
注注注注注注注注注注注注注注

所
得
税
の
確
定
申
告
に
お
け
る
ご
注
意意意意意意意意意意意意意意意

　２月２９日（水）は、固定資産税・都市計画税第４
期、国民健康保険税第８期、後期高齢者医療保険料
第８期の納期限です。最寄りの金融機関・ゆうちょ
銀行（郵便局）でお納めください。
　詳しくは納税課緯４７０・７７２９へ。

　

夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。市
民
税
・
都
民
税
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
国

民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
な
ど
の
納
め
忘
れ
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
仕
事
な
ど
で
平
日

の
相
談
が
困
難
な
方
は
、
ぜ
ひ
こ

の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来
庁

の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

※
介
護
保
険
料
、
保
育
園
保
育

料
、
学
童
保
育
料
は
、
納
付
書
を

持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領
収
し

ま
す
。

　
【
ご
注
意
】納
税
証
明
の
発
行
は

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
確
定
申
告

の
受
け
付
け
や
申
告
相
談
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
２
月　

日
（
水
）・　

２２

２３

日
（
木
）
の
い
ず
れ
も
午
後
８
時

ま
で

　
【
会
場
】納
税
課（
市
役
所
２
階
）


